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は
じ
め
に

　
『
千
載
和
歌
集
』
雑
中
部
の
巻
軸
に
、
以
下
の
贈
答
歌
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　

 

今
上
御
時
五
節
の
ほ
ど
、
侍
従
定
家
あ
や
ま
ち
あ
る
さ
ま
に
き
こ
し
め
す
こ
と
あ
り
て
、
殿
上
の（

除
）ぞ

か
れ
て
侍
け
る
、
そ
の

と（

年
）し

も
く（

暮
）れ

に
け
る
又
の
と（

年

弥

生

）

し
や
よ
ひ
の
つ（

一

日

）

い
た
ち
ご
ろ
、
院
に
御
け（

気
色
）

し
き
た
ま
は
る
べ
き
よ
し
、
左
少
弁
定
長
が
も
と
に
申

侍
け
る
に
、
そ
へ
て
侍
け
る　
　
　
　

皇
太
后
宮
大
夫
俊
成

　
　

あ
し
た
づ
の
雲
ぢ
ま
よ
ひ
し
と
し
く
れ
て
霞
を
さ
へ
や
へ
だ
て
は
つ
べ
き
（

1158
）

　
　
　
　

 

こ
の
よ
し
を
奏
申
侍
け
れ
ば
、
い
と
か
し
こ
く
あ
は
れ
が
ら
せ
お
は
し
ま
し
て
、
い
ま
は
ゝ
や
還
昇
お
ほ
せ
く
だ
す
べ
き
よ
し

御
気
色
あ
り
て
、
こ（

心

晴

）

ゝ
ろ
は
る
ゝ
よ
し
の
返
事
お
ほ
せ
つ
か
は
せ
と
お
ほ
せ
く
だ
さ
れ
け
れ
ば
、
よ
み
て
つ
か
は
し
け
る

女
子
大
國
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藤
原
定
長
朝
臣

　
　

あ
し
た
づ
は
か
す
み
を
わ
け
て
か
へ
る
な
り
ま
よ
ひ
し
雲
ぢ
け
ふ
や
は
る
ら
ん
（

1159
）

　
　
　
　
　

こ
の
み
ち
の
御
あ
は
れ
み
、
む
か
し
の
聖
代
に
も
こ
と
な
ら
ず
と
な
ん
、
と
き
の
人
申
侍
け
る

　

詞
書
の
「
今
上
」
と
は
、
後
に
『
新
古
今
和
歌
集
』
撰
集
の
命
を
下
す
こ
と
と
な
る
後
鳥
羽
天
皇
を
指
す
。
後
鳥
羽
天
皇
が
即
位
し
た

翌
年
の
文
治
元
年
（
一
一
八
五
）
十
一
月
、
新
嘗
祭
で
舞
わ
れ
る
五
節
の
リ
ハ
ー
サ
ル
が
行
わ
れ
た
夜
に
、
定
家
が
「
あ
や
ま
ち
」
つ
ま

り
事
件
を
起
こ
し
た
。
そ
の
た
め
殿
上
を
停
め
ら
れ
、
翌
年
三
月
に
な
っ
て
も
還
昇
は
許
さ
れ
な
い
。
そ
こ
で
俊
成
は
、
後
白
河
院
の
許

し
を
求
め
て
藤
原
定
長
に
手
紙
を
送
り
、
こ
の
和
歌
を
添
え
た
の
だ
っ
た
。
後
鳥
羽
天
皇
は
、
天
皇
と
は
い
え
当
時
ま
だ
六
歳
の
幼
児
で

あ
る
。
政
治
の
実
権
を
握
っ
て
い
た
の
は
、
祖
父
の
後
白
河
院
だ
っ
た
。

　

定
家
が
起
こ
し
た
「
あ
や
ま
ち
」
が
何
だ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
九
条
兼
実
の
日
記
『
玉
葉
』
文
治
元
年
十
一
月
二
十
五
日
条
に
詳

し
い
記
述
が
あ
る
。

　
　

 

伝
聞
、
御
前
試
夜
、
少
将
雅
行
与
二

侍
従
定
家
一
、
有
二

闘
諍
事
一
。
雅
行
嘲
二

哢
定
家
一

之
間
、
頗
及
二

濫
吹
一
。
仍
定
家
不
レ

堪
二

忿
怒
一
、
以
二

脂
燭
一

打
二

雅
行
一

了
［
或
云
、
打
レ

面
云
々
］
。
依
二

此
事
一

定
家
除
籍
畢
云
々
。

　

源
雅
行
と
定
家
が
喧
嘩
を
起
こ
し
た
。
定
家
は
二
十
四
歳
、
雅
行
は
十
八
歳
だ
っ
た
。
ど
う
や
ら
雅
行
が
定
家
を
嘲
り
挑
発
し
、
定
家

が
激
怒
し
て
喧
嘩
に
な
っ
た
ら
し
い
。
激
怒
し
た
定
家
は
、
雅
行
の
顔
を
脂
燭
で
殴
っ
た
。
宮
中
で
暴
力
事
件
を
起
こ
し
た
た
め
に
定
家

は
昇
殿
を
停
め
ら
れ
、
翌
年
に
な
っ
て
も
除
籍
は
解
除
さ
れ
な
か
っ
た
。
俊
成
は
定
家
の
昇
殿
を
求
め
て
、
後
白
河
院
近
臣
の
実
務
官
僚

で
あ
る
藤
原
定
長
に
手
紙
を
送
り
、
後
白
河
院
へ
の
取
り
な
し
を
頼
ん
だ
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
『
千
載
集
』
の
詞
書
に
は
三
月
一
日
に
歌
を
送
っ
た
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
三
月
六
日
に
送
っ
た
こ
と
が
、
手
紙
の
日

付
か
ら
判
明
し
て
い
る
。
俊
成
が
定
長
に
送
っ
た
手
紙
「
釈
阿
申
文
（
あ
し
た
づ
の
文
）
」
（
香
雪
美
術
館
蔵
）
の
本
文
を
掲
出
す
る
。
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先
日
所
二

令
レ

申
候
一

之
拾
遺
定
家
仙
籍
事
、
尚
此
旨
可
レ

然
様
可
下

令
二

申
入
一

給
上

之
由
、
存
候
也
。
且
年
少
之
輩
、
各
如
二

戯
遊
一

事
候
。

強
不
レ

可
レ

及
二

年
月
一

候
歟
。
年
已
及
二

両
年
一
、
春
又
属
二

三
春
一

了
。
愁
緒
難
レ

抑
候
者
也
。

　
　
　
　

あ
し
た
づ
の
く
も
ぢ
ま
よ
ひ
し
年
暮
て
か
す
み
を
さ
へ
や
へ
だ
て
は
つ
べ
き

　
　

不
レ

堪
二

夜
鶴
之
思
一
、
独
伴
二

春
鶯
之
鳴
一

者
也
。
且
垂
二

芳
察
一
、
可
レ

然
様
御
奏
聞
所
二

庶
幾
一

候
也
。
恐
惶
謹
言
。

　
　
　
　

三
月
六
日　
　
　

釈
阿
申
文

　
　

謹
上　

左
少
弁
殿

　

俊
成
は
、
定
長
そ
し
て
後
白
河
院
に
対
し
て
、
定
家
の
起
こ
し
た
事
件
は
子
ど
も
の
遊
び
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
か
ら
、
処
罰
は
長
期

間
に
亘
ら
な
く
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
す
で
に
年
を
越
し
て
春
に
な
っ
て
い
る
。
私
は
事
態
を
非
常
に
愁
い
て
い
る
と
訴
え
、
こ
の

歌
を
記
し
て
い
る
。
傍
線
部
「
夜
鶴
の
思
ひ
」
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
。
ど
う
か
事
情
を
理
解
し
て
、
し
か
る
べ
き
取
り
な
し
を
お
願

い
し
ま
す
、
と
結
ば
れ
る
。

　

さ
て
、
で
は
俊
成
歌
は
ど
の
よ
う
な
意
味
だ
ろ
う
か
。
和
泉
古
典
叢
書
『
千
載
和
歌
集

）
1
（

』
か
ら
現
代
語
訳
を
挙
げ
る
。

　
　

 

蘆
辺
の
鶴
が
空
中
の
通
い
路
で
迷
う
よ
う
に
、
（
定
家
が
）
殿
上
除
籍
の
ま
ま
ど
う
し
て
よ
い
か
途
方
に
墓

（
マ
マ
）れ

た
年
も
暮
れ
て
、
春
に

な
っ
て
も
、
雲
だ
け
で
な
く
霞
ま
で
も
隔
て
て
い
っ
そ
う
行
方
を
見
失
う
よ
う
に
、
勅
勘
の
ま
ま
過
ご
す
の
で
し
ょ
う
か
。

　

鶴
が
雲
の
中
で
帰
り
道
を
失
い
、
迷
っ
て
い
る
様
に
、
定
家
が
殿
上
に
戻
れ
な
い
ま
ま
で
い
る
こ
と
を
重
ね
て
い
る
。
で
は
、
な
ぜ
俊

成
は
こ
の
歌
で
、
定
家
を
鶴
に
重
ね
た
の
だ
ろ
う
か
。
鶴
は
渡
り
鳥
で
、
北
方
か
ら
日
本
に
飛
来
す
る
。
春
に
な
る
と
北
に
帰
っ
て
ゆ
く

は
ず
が
、
春
に
な
っ
て
三
月
に
な
っ
て
も
帰
れ
な
い
鶴
に
、
殿
上
に
戻
れ
な
い
定
家
を
重
ね
た
と
考
え
れ
ば
、
ひ
と
ま
ず
納
得
は
で
き
る

が
、
渡
り
鳥
は
鶴
だ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
雁
も
春
に
な
る
と
北
へ
帰
る
渡
り
鳥
だ
。

　

俊
成
は
な
ぜ
鶴
を
登
場
さ
せ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
と
表
現
意
図
を
以
下
に
考
察
し
、
ま
た
こ
の
歌
の
後
に
俊
成
と
定
家
が
「
あ
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し
た
づ
」
「
鶴
」
を
詠
む
上
で
の
特
徴
に
つ
い
て
考
え
て
ゆ
く
。

　
　
　
　

一
、
「
あ
し
た
づ
」
の
譬
喩

　

先
に
見
た
よ
う
に
、
俊
成
の
「
釈
阿
申
の
文
」
に
は
、
和
歌
に
続
け
て
「
夜
鶴
の
思
ひ
に
堪
へ
ず
」
と
あ
り
、
こ
こ
に
も
鶴
が
登
場
す

る
。
で
は
、
「
夜
鶴
の
思
ひ
」
と
は
何
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
『
和
漢
朗
詠
集
』
（
雑
部
・
管
絃
463
）
に
も
取
ら
れ
る
白
居
易
の
「
第
三
第
四

絃
冷
　々

夜
鶴
憶
レ

子
籠
中
鳴
」（
『
白
氏
文
集
』
巻
三

0141
「
五
絃
弾
」
）
を
踏
ま
え
て
い
る
。
つ
ま
り
「
夜
鶴
の
思
ひ
」
と
は
「
子
を
憶
ふ
」
、

子
ど
も
の
こ
と
を
心
配
す
る
思
い
を
指
す
。
な
の
で
、
「
釈
阿
申
文
」
で
は
「
夜
鶴
の
思
ひ
」
と
対
応
し
て
和
歌
に
も
「
あ
し
た
づ
」
が
詠

ま
れ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
渡
邉
裕
美
子

）
2
（

も
こ
の
歌
の
「
あ
し
た
づ
」
に
つ
い
て
「
こ
こ
で
は
殿
上
か
ら
除
籍
さ
れ
た
定
家
の
比
喩
。

俊
成
が
我
が
子
を
心
配
す
る
自
身
を
「
夜
鶴
」
と
称
す
る
こ
と
と
対
応
」
と
注
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
「
あ
し
た
づ
」
が
担
う
意
味
は
、
別
の
と
こ
ろ
に
も
求
め
ら
れ
る
。
『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』
「
た
づ
」
の
項
（
執
筆

担
当
・
草
野
隆
）
に
は
「
平
安
時
代
以
降
に
は
、
鶴
を
我
が
身
に
、
雲
井
を
宮
中
に
た
と
え
て
述
懐
歌
が
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
」
と
あ

る
。
鶴
＝
我
が
身
、
雲
井
＝
宮
中
、
と
譬
喩
さ
れ
、
宮
中
で
出
世
で
き
な
い
嘆
き
が
詠
ま
れ
て
い
る
と
い
う
指
摘
だ
。
さ
ら
に
同
書
の
「
あ

し
た
づ
」
の
項
（
執
筆
担
当
・
青
木
賜
鶴
子
）
に
は
「
大
空
を
飛
ぶ
鶴
で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
地
上
に
い
る
鶴
と
し
て
詠
ま
れ
」
「
殿
上
か

ら
下
り
た
廷
臣
を
葦
鶴
に
寓
し
て
詠
む
類
型
的
表
現
も
生
ま
れ
た
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
あ
し
た
づ
は
、
地
上
の
葦
辺
に
い
る
鶴
で
あ
っ

て
、
大
空
を
飛
ぶ
鶴
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
地
上
か
ら
雲
を
仰
い
で
鳴
く
鶴
の
姿
は
、
殿
上
に
昇
れ
な
い
地
下
の
廷
臣
に
重
ね
ら
れ
る
と

い
う
指
摘
で
あ
る
。

　

地
上
の
鶴
の
姿
を
、
出
世
で
き
な
い
自
身
に
重
ね
た
述
懐
歌
は
、
古
く
『
古
今
集
』
の
歌
か
ら
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　

寛
平
御
時
う
た
ゝ
た
て
ま
つ
り
け
る
つ
い
で
に
た
て
ま
つ
り
け
る　
　
　

大
江
千
里
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あ
し
た
づ
の
ひ
と
り
お
く
れ
て
な
く
こ
ゑ
は
く
も
の
う
へ
ま
で
き
こ
え
つ
が
な
む
（
『
古
今
集
』
雑
下
998
）

　

片
桐
洋
一
『
古
今
和
歌
集
全
評
釈 

下
』
（
講
談
社
学
術
文
庫
・
二
〇
一
九
年
）
に
よ
る
と
、
「
鶴
が
、
仲
間
よ
り
一
羽
だ
け
遅
れ
て
鳴
く

声
は
、
雲
の
上
ま
で
聞
こ
え
る
よ
う
に
届
い
て
ほ
し
い
。

―
一
人
官
位
が
遅
れ
て
泣
い
て
い
る
私
の
声
は
雲
の
上
に
い
ま
す
帝
ま
で
届

い
て
ほ
し
い
も
の
で
す
」
と
現
代
語
訳
さ
れ
、
「
ひ
と
り
遅
れ
て
鳴
く
声
は
」
に
は
「
自
分
一
人
が
官
位
昇
進
が
と
ど
こ
お
っ
て
い
る
こ
と

を
鶴
に
託
し
て
嘆
い
て
言
っ
た
」
と
注
さ
れ
て
い
る
。
鶴
は
、
出
世
で
き
な
い
自
分
の
譬
喩
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
だ
。

　

こ
う
し
た
鶴
の
譬
喩
表
現
は
、
『
詩
経
』
小
雅
「
鶴
鳴
」
詩
に
も
と
づ
く
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
　

鶴
鳴
二

于
九
皐
一　

声
聞
二

于
野
一 

鶴
九
皐
に
鳴
き
、
声
野
に
聞
こ
ゆ

　
　

魚
潜
在
レ

淵　

或
在
二

于
渚
一 
魚
潜
み
て
淵
に
在
り
、
或
い
は
渚
に
在
り

　
　

楽
彼
之
園　

爰
有
二

樹
檀
一 
楽
し
き
か
な
彼
の
園
は
、
爰こ

こ

に
樹
檀
有
り

　
　

其
下
維
蘀 

其
の
下
に
は
維こ

れ
蘀た

く

　
　

它
山
之
石　

可
二

以
為
一レ

錯 

它た

山
の
石
も
、
以
て
錯
と
為
る
べ
き
な
ら
ん

　
　

鶴
鳴
二

于
九
皐
一　

声
聞
二

于
天
一 

鶴
九
皐
に
鳴
き
、
声
天
に
聞
こ
ゆ

　
　

魚
在
二

于
渚
一  

或
潜
在
レ

淵 

魚
渚
に
在
り
、
或
い
は
潜
み
て
淵
に
在
り

　
　

楽
彼
之
園　

爰
有
二

樹
檀
一 

楽
し
き
か
な
彼
の
園
は
、
爰
に
樹
檀
有
り

　
　

其
下
維
穀 

其
の
下
に
は
維
れ
穀

　
　

它
山
之
石　

可
二

以
攻
一レ

玉 

它
山
の
石
も
、
以
て
玉
を
攻み

が

く
べ
き
な
ら
ん

　

本
間
洋
一

）
3
（

は
、
大
江
千
里
歌
の
「
あ
し
た
づ
」
の
表
現
と
「
鶴
鳴
」
詩
の
関
係
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

　
　

 「
鶴
鳴
」
詩
は
「
誨せ

ん
の
う
に
お
し
え
る

二

宣
王
一 

」
（
詩
序
）
も
の
で
あ
り
、
言
う
と
こ
ろ
は
「
賢
人
ノ
未
レ

仕
シ
テ
名
ノ
聞
レ

世
タ
ル
ニ
喩
タ
ル
ナ
リ
」
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（
『
文
鳳
抄
』
巻
一
・
天
）
に
あ
る
と
い
う
。
そ
の
地
上
に
い
る
鶴
の
天
に
向
っ
て
鳴
く
と
い
う
空
間
的
構
図
は
そ
の
ま
ま
君
臣
（
或

は
身
分
の
上
下
）
関
係
に
置
換
さ
れ
、
更
に
は
下
位
の
者
が
上
位
に
対
し
、
そ
の
心
意
を
訴
え
る
と
い
う
表
現
の
属
性
を
も
有
す
る

事
に
な
っ
て
ゆ
く
。

　

こ
の
表
現
は
そ
の
後
、
「
あ
し
た
づ
」
の
本
意
と
し
て
確
立
し
た
。
田
中
智
子

）
4
（

も
「
九
皐
（
奥
深
い
沢
）
に
棲
む
鶴
の
鳴
き
声
が
野
や
天

ま
で
響
く
と
い
う
「
鶴
鳴
」
篇
の
描
写
は
、
た
と
え
隠
居
し
よ
う
と
も
、
賢
人
の
名
が
お
の
ず
か
ら
人
々
に
知
れ
渡
り
、
更
に
は
高
貴
な

人
の
耳
に
ま
で
達
す
る
こ
と
の
寓
喩
と
解
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。
つ
ま
り
、
「
あ
し
た
づ
」
が
持
つ
意
味
と
は
、
才
能
の
あ

る
人
物
が
い
ま
だ
世
に
出
る
こ
と
が
で
き
ず
に
い
て
、
そ
れ
を
高
貴
な
人
物
（
天
皇
や
上
皇
）
に
訴
え
、
知
っ
て
も
ら
う
と
い
う
こ
と
だ
。

　
『
詩
経
』
「
鶴
鳴
」
に
基
づ
く
鶴
を
用
い
た
述
懐
表
現
は
、
院
政
期
、
俊
成
の
同
時
代
歌
人
た
ち
の
歌
に
頻
繁
に
登
場
す
る
。
『
清
輔
集
』

の
例
を
見
て
み
よ
う
。

　
　
　
　

 

二
条
院
位
に
お
は
し
ま
し
け
る
時
、
殿
上
に
侍
け
る
に
、
世
か
は
り
て
六
条
院
御
時
、
殿
上
か
へ
り
ゆ
る
さ
る
ゝ
人
の
も
と
へ

　
　

た
ち
か
へ
る
雲
ゐ
の
た
づ
に
こ
と
づ
て
ん
ひ
と
り
さ
は
べ
に
な
く
と
つ
げ
な
む
（
『
清
輔
集
』
祝
326
）

　

歌
意
は
「
大
空
に
戻
る
鶴
の
よ
う
に
、
宮
中
に
戻
る
あ
な
た
に
言
伝
を
し
よ
う
。
戻
れ
な
い
鶴
の
よ
う
に
私
は
一
人
で
沢
辺
で
泣
い
て

い
る
と
告
げ
て
ほ
し
い
も
の
だ

）
5
（

」
。
こ
の
歌
は
、
『
頼
政
集
』
581
に
も
収
め
ら
れ
て
お
り
、
詞
書
の
「
殿
上
還
り
許
さ
る
る
人
」
が
源
頼
政

だ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
詞
書
か
ら
、
「
殿
上
」
が
許
さ
れ
た
頼
政
と
、
殿
上
で
き
な
い
清
輔
が
対
比
さ
れ

て
お
り
、
殿
上
で
き
る
頼
政
が
「
雲
井
の
た
づ
」
、
清
輔
が
「
沢
辺
」
の
「
た
づ
」
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
点
だ
。
漠
然
と
し
た
出
世
・
昇

進
で
は
な
く
、
昇
殿
が
許
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
具
体
的
な
問
題
が
、
和
歌
の
主
眼
に
な
っ
て
い
る
。

　

定
家
除
籍
事
件
な
ら
び
に
俊
成
の
和
歌
に
つ
い
て
考
え
る
上
で
、
重
要
な
の
が
、
「
殿
上
」
「
昇
殿
」
「
除
籍
」
と
は
何
な
の
か
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
殿
上
人
と
な
れ
る
か
ど
う
か
が
、
な
ぜ
当
時
の
貴
族
に
と
っ
て
重
要
だ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
説
明
し
て
お
く
。
天
皇
の
御
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在
所
で
あ
る
清
涼
殿
の
殿
上
間
に
昇
る
こ
と
は
、
三
位
以
上
の
公
卿
に
は
自
動
的
に
認
め
ら
れ
る
が
、
四
位
以
下
の
者
は
、
昇
殿
宣
旨
を

受
け
る
こ
と
が
必
要
だ
っ
た
。
但
し
蔵
人
は
、
天
皇
の
身
の
周
り
の
こ
と
を
す
る
と
い
う
職
掌
か
ら
、
位
に
か
か
わ
ら
ず
殿
上
が
認
め
ら

れ
る
殿
上
で
き
る
か
否
か
は
、
四
位
・
五
位
の
貴
族
に
と
っ
て
は
、
単
な
る
官
位
の
差
だ
け
で
は
な
く
、
天
皇
と
の
距
離
を
示
す
明
確
な

差
と
し
て
存
在
し
た
。

　

殿
上
の
間
は
、
会
議
室
や
控
え
室
の
役
目
を
す
る
部
屋
で
あ
る
。
公
卿
や
殿
上
人
は
、
こ
こ
で
天
皇
に
仕
え
た
。
殿
上
で
き
な
い
貴
族

は
、
清
涼
殿
の
庭
ま
で
し
か
入
れ
な
い
。
宮
中
は
「
雲
居
」
と
表
現
さ
れ
、
天
皇
の
居
住
す
る
清
涼
殿
の
南
に
位
置
す
る
殿
上
間
に
昇
る

こ
と
を
許
さ
れ
た
四
位
・
五
位
の
人
は
「
雲
の
上う

え

人び
と

」
「
雲
上
人
」
と
も
呼
ば
れ
る
。
清
涼
殿
に
伺
候
し
側
近
く
で
職
務
に
励
む
殿
上
人
と
、

庭
の
白
砂
ま
で
し
か
行
け
な
い
「
地
下
」
の
者
と
の
差
は
大
き
か
っ
た
。
昇
殿
を
許
さ
れ
な
い
者
は
、
殿
上
人
の
み
が
上
る
こ
と
を
許
さ

れ
た
清
涼
殿
の
殿
上
間
を
、
文
字
通
り
地
上
か
ら
仰
ぎ
見
る
の
だ
。
庭
か
ら
清
涼
殿
を
仰
ぐ
し
か
な
い
地
下
の
貴
族
が
、
空
を
仰
ぐ
「
あ

し
た
づ
」
と
重
ね
合
わ
さ
れ
る
の
は
自
然
な
こ
と
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
空
を
飛
翔
す
る
鶴
と
「
あ
し
た
づ
」
の
差
は
、
昇
殿
で
き
る
か

否
か
と
い
う
、
具
体
的
な
差
異
の
も
と
で
意
識
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
こ
う
し
た
鶴
の
表
現
は
、
〈
高
貴
な
人
に
向
け
て
の
訴
え
〉
で
あ
る
点
に
も
注
目
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
『
新
撰
朗
詠
集
』
に

収
め
ら
れ
る
次
の
詩
句
は
、
「
鶴
鳴
二

九
皋
一

」
の
題
で
詠
ま
れ
た
も
の
だ
。

　
　

望
二

廻
翔
於
蓬
島
一　

霞
袂
未
レ

逢　
　

廻
翔
を
蓬
島
に
望
め
ば　

霞
の
袂
未
だ
逢
は
ず

　
　

思
二

控
馭
於
茅
山
一　

霜
毛
徒
老　
　

 

控
馭
を
茅
山
に
思
へ
ば　

霜
毛
徒
に
老
い
た
り

（
『
新
撰
朗
詠
集
』
雑
部
・
鶴
415
藤
原
雅
材
「
鶴
鳴
二

九
皋
一

」
）

　

こ
れ
は
、
人
里
離
れ
た
奥
深
い
沢
で
鳴
い
て
い
る
鶴
が
、
空
し
く
年
老
い
て
ゆ
く
嘆
き
を
詠
ん
だ
も
の
だ
。
雅
材
の
文
は
『
本
朝
文
粋
』

（
巻
一
一
・
鳥
337
「
五
言
仲
春
釈
奠
聴
レ

講
二

毛
詩
一

同
賦
三

鶴
鳴
二

九
皋
一

」
）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
実
は
こ
の
文
に
は
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ



8

る
。
『
今
鏡
』
第
九
「
あ
し
た
づ
」
、
『
十
訓
抄
』
十
ノ
二
十
八
に
は
、
村
上
天
皇
が
こ
の
詩
を
見
て
不
憫
に
思
い
、
雅
材
を
蔵
人
に
取
り
立

て
た
と
い
う
説
話
が
収
載
さ
れ
て
い
る
。
沢
で
鳴
く
鶴
と
は
雅
材
自
身
の
譬
喩
で
あ
り
、
出
世
で
き
ず
に
嘆
い
て
い
る
雅
材
を
蔵
人
に
取

り
立
て
た
の
は
、
蔵
人
で
あ
れ
ば
位
に
か
か
わ
ら
ず
殿
上
で
き
る
か
ら
だ
。
沢
で
鳴
く
鶴
に
な
ぞ
ら
え
た
地
下
の
訴
え
を
、
雲
の
上
に
い

る
天
皇
が
叶
え
た
と
い
う
構
図
が
こ
こ
に
は
あ
る
。

　

も
う
一
例
、
「
あ
し
た
づ
」
に
な
ぞ
ら
え
た
訴
え
が
叶
え
ら
れ
た
例
を
紹
介
す
る
。
俊
成
と
同
時
代
歌
人
で
あ
る
藤
原
重
家
の
例
だ
。

　
　
　
　

御
か
し
こ
ま
り
は
ゆ
り
て
、
殿
上
を
ば
ゆ
る
さ
れ
ざ
り
し
か
ば
、
奏
せ
よ
と
お
ぼ
し
く
て
、
蔵
人
尹
明
が
も
と
に
つ
か
は
し
ゝ

　
　

こ
（
籠
）

の
う
ち
を
い
づ
と
し
な
ら
ば
あ
し
た
づ
の
な
れ
し
く
も
井
に
な
ど
や
か
へ
ら
ぬ

　
　
　
　

返
し
、
尹
明
、
依
二　

天
気
一

に
申
と
て

　
　

こ
（
籠
）

の
中
を
い
で
ぬ
る
こ
と
は
あ
し
た
づ
の
く
も
井
に
か
へ
る
は
し
と
し
ら
な
ん

　
　
　
　
　

次
日
こ
そ
還
昇
お
ほ
せ
く
だ
さ
れ
に
し
か 

（
『
重
家
集
』
294
・
295
）

　

藤
原
重
家
は
、
二
条
天
皇
の
側
近
と
見
な
さ
れ
て
い
た
た
め
、
後
白
河
院
か
ら
警
戒
さ
れ
て
お
り
、
応
保
二
年
（
一
一
六
二
）
に
呪
詛

事
件
に
巻
き
込
ま
れ
て
殿
上
を
停
め
ら
れ
た

）
6
（

。
そ
の
後
、
罪
は
晴
れ
て
許
さ
れ
た
が
、
い
ま
だ
還
昇
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
時
期
に
、
蔵

人
の
尹
明
を
通
じ
て
後
白
河
院
に
訴
え
た
の
で
あ
る
。
籠
の
中
を
出
る
の
で
あ
れ
ば
、
鶴
は
き
っ
と
雲
居
へ
と
再
び
帰
れ
な
い
こ
と
は
な

い
で
し
ょ
う

―
謹
慎
が
解
け
た
の
な
ら
ば
昇
殿
も
再
び
叶
う
は
ず
だ
、
と
和
歌
を
詠
ん
だ
。
そ
し
て
そ
の
翌
日
、
重
家
の
還
昇
は
叶
っ

た
。
殿
上
を
停
め
ら
れ
た
二
年
後
、
長
寛
二
年
（
一
一
六
四
）
の
こ
と
だ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
例
を
見
る
と
、
「
あ
し
た
づ
」
に
託
し
て
不
遇
を
訴
え
、
そ
の
結
果
と
し
て
殿
上
が
叶
う
と
い
う
こ
と
は
、
現
実
に
前
例
が
幾

つ
も
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
殿
上
が
叶
わ
な
い
嘆
き
を
聞
き
遂
げ
、
天
皇
や
上
皇
が
そ
れ
を
叶
え
る
の
は
、〝
不
遇
な
立
場
に
い
る
才
能

あ
る
人
物
を
取
り
立
て
る
〞
と
い
う
、
『
詩
経
』
「
鶴
鳴
」
に
添
っ
た
王
者
の
振
る
ま
い
で
も
あ
っ
た
。
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こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
る
と
、
俊
成
の
「
あ
し
た
づ
」
の
和
歌
に
詠
ま
れ
る
、
鶴
が
雲
路
で
迷
い
天
に
た
ど
り
着
け
な

い
ま
ま
沢
辺
で
鳴
い
て
い
る
景
は
、
定
家
が
殿
上
が
叶
わ
ず
不
遇
を
託
っ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
、
そ
う
い
う
境
涯
に
置
か
れ
て
は
い

て
も
、
才
に
優
れ
た
人
物
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
定
家
の
殿
上
を
願
い
、
優
れ
た
才
の
持
ち
主
で
あ
る
こ
と
を
後
白
河
院
に

訴
え
た
の
で
あ
る
。

　
『
千
載
集
』
詞
書
に
よ
る
と
、
「
今
は
は
や
還
昇
仰
せ
下
す
べ
き
よ
し
御
気
色
あ
り
て
、
心
晴
る
る
よ
し
の
返
事
仰
せ
つ
か
は
せ
」
と
あ

り
、
す
ぐ
に
還
昇
が
叶
っ
た
か
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
、
定
家
の
還
昇
が
叶
う
の
は
文
治
五
年
ま
で
待
た
ね
ば
な
ら
な

か
っ
た
。
と
は
い
え
、
定
家
の
危
機
は
こ
の
「
釈
阿
申
文
」
に
よ
っ
て
救
わ
れ
た
の
だ
っ
た
。
俊
成
・
定
長
の
贈
答
歌
は
『
千
載
集
』
雑

中
部
巻
軸
に
置
か
れ
、
「
こ
の
道
の
御
あ
は
れ
み
、
昔
の
聖
代
に
も
こ
と
な
ら
ず
と
な
ん
、
時
の
人
申
し
侍
り
け
る
」
と
左
注
が
付
け
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
左
注
に
つ
い
て
渡
邉
裕
美
子

）
7
（

は
「
こ
う
し
た
操
作
に
よ
っ
て
、
御
子
左
家
の
ご
く
私
的
な
、
あ
る
意
味
、
危
機
的
な
出
来

事
が
、
後
白
河
院
の
君
臨
す
る
御
代
の
素
晴
ら
し
さ
を
証
す
る
一
齣
に
格
上
げ
さ
れ
て
い
る
」
と
説
明
し
て
い
る
。
首
肯
で
き
る
見
解
で

あ
る
が
、
加
え
て
言
う
な
ら
ば
、
「
あ
し
た
づ
」
の
寓
喩
に
よ
っ
て
暗
示
さ
れ
て
い
る
典
拠
の
『
詩
経
』
「
鶴
鳴
」
が
、
王
者
の
な
す
べ
き

賢
臣
の
登
用
を
説
い
た
も
の
だ
っ
た
点
を
踏
ま
え
て
、
後
白
河
院
の
振
る
舞
い
が
賢
王
の
そ
れ
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
を
言
挙
げ
す
る

も
の
だ
っ
た
こ
と
も
指
摘
し
う
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

二
、
『
正
治
初
度
百
首
』
の
定
家
詠
進
を
め
ぐ
っ
て

　

文
治
元
年
の
定
家
除
籍
事
件
の
時
に
、
俊
成
が
藤
原
定
長
そ
し
て
後
白
河
院
へ
送
っ
た
和
歌
に
つ
い
て
見
て
き
た
。
こ
の
事
件
の
十
五

年
後
、
再
び
俊
成
は
、
定
家
の
人
生
を
左
右
す
る
局
面
で
、
「
あ
し
た
づ
」
を
詠
ん
だ
和
歌
を
時
の
上
皇
に
送
る
こ
と
に
な
る
。

　

正
治
二
年
（
一
二
〇
〇
）
、
そ
の
二
年
前
に
退
位
し
た
後
鳥
羽
院
は
応
制
百
首
（
正
治
初
度
百
首
）
を
企
画
し
た
。
応
制
百
首
に
詠
進
歌
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人
と
し
て
加
え
ら
れ
る
か
ど
う
か
は
、
そ
の
後
の
歌
人
と
し
て
の
人
生
を
大
き
く
左
右
す
る
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
六
条
家
の
画
策
に
よ

り
、
四
十
歳
以
上
と
い
う
年
齢
制
限
が
設
け
ら
れ
、
当
時
三
十
七
歳
の
定
家
は
当
初
詠
進
歌
人
に
入
れ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
俊
成
は
、
後

鳥
羽
院
に
「
正
治
和
字
奏
状
」
と
呼
ば
れ
る
手
紙
を
出
し
て
、
定
家
が
詠
進
歌
人
に
加
え
ら
れ
る
よ
う
訴
え
た
の
だ
っ
た
。

　

俊
成
は
「
正
治
和
字
奏
状
」
で
、
六
条
家
の
歌
人
た
ち
が
、
さ
し
た
る
見
識
や
才
能
も
無
い
の
に
、
重
代
の
歌
人
で
あ
る
こ
と
を
笠
に

着
て
い
る
と
糾
弾
し
、
あ
と
二
～
三
人
の
歌
人
を
加
え
て
ほ
し
い
と
訴
え
た
。
中
で
も
定
家
が
、
今
回
の
百
首
歌
の
成
功
の
鍵
を
握
っ
て

い
る
と
主
張
し
、
奏
状
末
尾
に
次
の
一
首
を
記
し
て
い
る
。

　
　

和
歌
の
う
ら
の
あ
し
べ
を
さ
し
て
な
く
た
づ
も
な
ど
か
雲
井
に
か
へ
ら
ざ
る
べ
き

　

中
世
の
文
学
『
歌
論
集
（
一
）
』
（
三
弥
井
書
店
・
一
九
七
一
年
）
頭
注
（
井
上
宗
雄
）
で
は
、
「
和
歌
の
浦
の
蘆
の
生
え
て
い
る
岸
辺
を

さ
し
て
い
る
鶴
も
、
ど
う
し
て
空
に
帰
っ
て
ゆ
か
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
」
と
現
代
語
訳
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
蘆
辺
で
鳴
く
鶴

に
定
家
を
重
ね
て
、
「
雲
居
」
へ
還
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
は
ず
は
な
い
、
と
訴
え
て
い
る
。

　

と
も
あ
れ
、
俊
成
の
「
正
治
和
字
奏
状
」
を
読
ん
だ
後
鳥
羽
院
は
、
そ
の
場
で
定
家
を
詠
進
歌
人
に
加
え
る
よ
う
命
令
を
下
し
た
。
そ

の
後
、
定
家
の
『
正
治
初
度
百
首
』
詠
に
は
、
次
の
一
首
が
あ
る
。

　
　

君
が
代
に
霞
を
わ
け
し
あ
し
た
づ
の
さ
ら
に
さ
は
べ
の
ね
を
や
鳴
く
べ
き
（
『
正
治
初
度
百
首
』

1396
鳥
）

　

歌
意
は
、
「
わ
が
君
の
御
代
に
霞
を
分
け
た
蘆
田
鶴
が
、
さ
ら
に
沢
辺
で
鳴
い
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
わ
が
君
の
御

代
に
昇
殿
を
許
さ
れ
た
私
が
、
新
帝
の
御
代
で
地
下
の
嘆
き
を
か
こ
た
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
か

）
8
（

」
。
先
ほ
ど
、
昇
殿
の
説
明
で
述
べ

た
よ
う
に
、
天
皇
が
替
わ
れ
ば
、
昇
殿
を
許
さ
れ
る
人
員
に
は
改
め
て
宣
旨
が
出
さ
れ
る
。
特
に
後
鳥
羽
院
は
、
自
身
が
退
位
し
た
時
に

殿
上
人
を
大
幅
に
削
っ
た
た
め
、
定
家
は
再
び
昇
殿
で
き
な
く
な
っ
て
い
た
の
だ
っ
た
。

　

定
家
の
歌
に
つ
い
て
、
久
保
田
淳
は
「
定
家
は
『
千
載
集
』
雑
歌
中
巻
末
の
、
自
身
の
か
つ
て
の
還
昇
に
関
わ
る
父
と
藤
原
定
長
と
の
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贈
答
歌
や
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
父
が
今
回
の
仮
名
奏
状
の
奥
に
記
し
た
「
和
歌
の
浦
の
」
の
一
首
を
さ
ら
に
踏
ま
え
て
、
こ
の
よ
う
に
詠

ん
だ
の
で
あ
っ
た

）
9
（

」
と
指
摘
す
る
。
こ
の
見
方
は
現
代
の
研
究
者
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
当
時
か
ら
す
で
に
あ
っ
た
よ
う
だ
。
後
に
和

歌
所
開
闔
を
務
め
た
源
家
長
に
よ
る
『
源
家
長
日
記
』
に
は
、
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

　
　

召
さ
れ
し
百
首
の
歌
ど
も
、
こ
の
ほ
ど
に
参
ら
せ
合
は
れ
た
る
中
に
、
中
将
定
家
朝
臣
の
百
首
歌
の
奥
に
侍
り
し
歌
、

　
　
　
　

君
が
代
に
霞
を
分
け
し
蘆
田
鶴
の
さ
ら
に
沢
辺
に
音
を
や
鳴
く
べ
き

　
　

此
の
歌
は
、
思
ふ
所
侍
る
べ
し
。

　
　

 　

在
位
御
時
、
五
節
に
事
あ
り
て
、
殿
上
放
た
れ
て
侍
り
け
る
次
の
年
の
春
、
父
の
入
道
の
詠
み
て
後
白
河
法
皇
に
奉
ら
れ
た
る
歌

侍
り
き
。

　
　
　
　

蘆
田
鶴
の
雲
路
迷
ひ
し
年
暮
れ
て
霞
を
さ
へ
や
隔
て
は
つ
べ
き

　
　
「
返
事
せ
よ
」
と
仰
せ
言
有
り
け
れ
ば
、
参
議
定
長
、

　
　
　
　

蘆
田
鶴
は
霞
を
分
け
て
帰
る
な
り
迷
ひ
し
雲
路
今
日
や
晴
る
ら
む

　
　
　

か
く
て
還
昇
せ
ら
れ
て
後
、
世
の
替
は
る
事
有
り
て
、
か
き
籠
ら
れ
侍
り
き
。

　

源
家
長
も
、
定
家
歌
と
文
治
元
年
の
俊
成
歌
と
を
並
べ
て
記
載
し
て
い
る
す
な
わ
ち
定
家
歌
が
、
俊
成
歌
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ

る
こ
と
は
、
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
は
了
解
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
十
五
年
前
の
定
家
の
還
昇
を
叶
え
た
「
あ
し
た
づ
」
の
和
歌
が
思
い

起
こ
さ
れ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
定
家
が
百
首
歌
を
後
鳥
羽
院
に
提
出
し
た
の
は
八
月
二
十
五
日
の
こ
と
で
、
そ
の
翌
日
の
二
十
六
日
、

定
家
の
日
記
『
明
月
記
』
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　

 

廿
六
日
。
天
陰
、
辰
後
雨
、
夕
後
甚
雨
。
巳
時
許
、
依
レ

召
参
二

御
前
一
。
暫
退
下
之
間
、
頭
弁
送
二

書
状
一

云
、
内
昇
殿
事
、
只
今
所
二

仰

下
一

也
者
、
此
事
凡
存
外
。
日
来
更
不
二

申
入
一
、
大
驚
奇
。
夜
部
歌
之
中
、
有
二

地
下
述
懐
一
。
忽
有
二

憐
愍
一

歟
。
於
二

昇
殿
一

者
、
更
非
レ
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可
レ

驚
。
又
非
二

懇
望
一
。
今
詠
二

進
百
首
一
、
即
被
レ

仰
之
条
、
為
レ

道
面
目
、
幽
玄
、
為
二

後
代
美
談
一

也
。
（
中
略
）
弁
云
、
夜
前
進
二

入
百

首
一

之
後
、
又
依
レ

召
参
。
無
二

他
事
一
、
只
可
三

仰
二

下
昇
殿
一

之
由
、
有
二

仰
事
一

云
々
。

　

傍
線
部
の
「
夜
部
の
歌
の
中
に
、
地
下
の
述
懐
有
り
」
と
は
、
定
家
の
「
君
が
代
に
」
歌
を
指
す
。
こ
の
歌
が
、
「
地
下
の
述
懐
」
つ
ま

り
昇
殿
が
叶
わ
な
い
嘆
き
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
と
理
解
し
た
後
鳥
羽
院
は
、
定
家
の
百
首
歌
を
特
に
気
に
入
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
す
ぐ
さ

ま
定
家
に
昇
殿
を
許
し
た
の
だ
っ
た
。
文
治
元
年
の
時
と
同
様
に
、
「
あ
し
た
づ
」
を
詠
ん
だ
和
歌
に
よ
っ
て
、
定
家
は
再
び
昇
殿
が
許
さ

れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

三
、
和
歌
の
浦
の
蘆
田
鶴

　

さ
て
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
「
正
治
和
字
奏
状
」
末
尾
の
俊
成
歌
に
、
「
和
歌
の
浦
」
と
い
う
地
名
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
点
で

あ
る
。
文
治
元
年
の
「
あ
し
た
づ
」
の
和
歌
と
の
違
い
は
、
「
あ
し
た
づ
」
が
鳴
く
場
所
を
「
和
歌
の
浦
」
と
い
う
具
体
的
な
歌
枕
と
し
て

設
定
し
て
い
る
こ
と
だ
。

　

先
掲
の
中
世
の
文
学
『
歌
論
集
（
一
）
』
頭
注
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
俊
成
歌
は
、
次
の
一
首
を
本
歌
取
り
し
て
い
る
。

　
　
　
　

神
亀
元
年
甲
子
冬
十
月
五
日
、
幸
二

于
紀
伊
国
一

時
、
山
部
宿
祢
赤
人
作
歌
一
首
并
短
歌

　
　
　
　

反
歌
二
首
（
ノ
二
）

　
　

若ワ
カ
ノ
ウ
ラ
ニ

浦
尓　

塩シ
ホ
ミ
チ
ク
レ
バ

満
来
者　

滷カ

タ

ヲ

ナ

ミ

乎
無
美　

葦ア

シ

ヘ

ヲ

サ

シ

テ

辺
乎
指
天　

多タ
ヅ
ナ
キ
ワ
タ
ル

頭
鳴
渡
（
『
万
葉
集
』
巻
六
919
）

　
　
　
　
　

右
、
年
月
不
レ

記
。
但
称
三

従
二

駕
玉
津
嶋
一

也
。
因
今
撿
二

注
行
幸
年
月
一

以
戴
レ

之
焉
。

　

聖
武
天
皇
が
紀
伊
国
に
行
幸
し
た
際
に
、
随
行
し
た
山
辺
赤
人
が
詠
ん
だ
歌
だ
。
現
代
語
訳
は
「
若
の
浦
に
潮
が
満
ち
て
く
る
と
、
干

潟
が
な
い
の
で
、
葦
辺
を
め
ざ
し
て
鶴
の
群
れ
が
鳴
き
渡
る

）
10
（

」
。
「
和
歌
の
浦
」
・
「
蘆
辺
を
指
し
て
」
の
句
と
、
鶴
の
鳴
き
声
を
詠
む
点
が
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一
致
し
て
お
り
、
本
歌
と
し
て
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
。
な
お
こ
の
赤
人
歌
は
、
『
古
今
集
』
仮
名
序
、
『
和
漢
朗
詠
集
』
（
雑

部
・
鶴
451
）
に
も
収
め
て
い
る
が
、
俊
成
は
『
俊
成
三
十
六
人
歌
合
』
（
18
）
に
も
採
っ
て
お
り
、
ま
た
『
古
来
風
体
抄
』
の
万
葉
集
抄
出

歌
に
も
収
め
て
い
る
。
俊
成
も
名
歌
と
認
め
て
い
た
歌
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

和
歌
の
浦
は
、
現
在
の
和
歌
山
市
の
和
歌
川
河
口
に
あ
る
。
干
潟
が
広
が
る
景
勝
地
と
し
て
、
現
在
で
も
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
近

く
に
あ
る
玉
津
島
神
社
に
は
和
歌
の
神
で
あ
る
衣
通
姫
が
祀
ら
れ
て
い
る
。
赤
人
歌
で
有
名
に
な
り
、
歌
枕
と
し
て
平
安
時
代
か
ら
和
歌

に
詠
ま
れ
、
「
あ
し
た
づ
」
が
そ
の
景
物
と
し
て
取
り
合
わ
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』
「
和
歌
の
浦
」
（
執
筆
担
当
・

外
村
展
子
）
に
、
「
「
わ
か
の
浦
」
に
「
若
」
の
意
を
含
ま
せ
、
「
老
い
（
の
波
）
」
と
対
で
詠
ま
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
「
和
歌
」
の
名
か
ら
、

「
歌
」
「
歌
道
」
「
歌
道
家
」
「
詠
草
」
な
ど
を
象
徴
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
平
安
時
代
後
期
以
降
の
こ
と
」
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
年
齢

が
「
若
い
」
こ
と
、
さ
ら
に
は
歌
道
や
詠
草
の
象
徴
と
し
て
も
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
っ
た
。

　

つ
ま
り
、
俊
成
が
和
歌
の
浦
を
「
あ
し
た
づ
」
が
鳴
く
舞
台
と
し
て
設
定
し
た
の
は
、
歌
道
を
意
識
し
て
の
こ
と
だ
っ
た
と
解
釈
で
き

る
。
「
和
歌
の
浦
の
蘆
辺
を
指
し
て
鳴
く
」
と
は
、
定
家
が
歌
道
に
邁
進
し
な
が
ら
も
地
下
で
嘆
い
て
い
る
と
い
う
意
味
を
含
ま
せ
て
い
る
。

　

文
治
元
年
の
除
籍
事
件
の
時
に
は
、
単
純
に
、
定
家
の
還
昇
が
叶
う
か
否
か
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
正
治
二
年
の
和
歌
で
は
、

こ
の
時
、
『
正
治
初
度
百
首
』
の
詠
進
歌
人
に
加
え
ら
れ
る
か
ど
う
か
が
第
一
の
問
題
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
俊
成
は
「
和
歌
の
浦
」
と
い

う
歌
枕
に
よ
っ
て
、
定
家
が
歌
人
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
目
的
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
「
和
歌
の
浦
」
に
よ
っ
て
表
さ
れ
て
い

る
意
は
そ
れ
だ
け
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
点
を
考
え
る
た
め
に
、
俊
成
の
和
歌
の
中
で
、
他
に
「
和
歌
の
浦
」
に
つ
い
て
詠
ん
だ
も
の
を
見
て
ゆ
こ
う
。
ま
ず
は
、
保
延
六

～
七
年
（
一
一
四
〇
～
一
）
、
俊
成
二
七
～
八
歳
時
の
「
述
懐
百
首
」
の
一
首
で
あ
る
。

　
　

年
だ
に
も
わ
か
の
う
ら
わ
の
た
づ
な
ら
ば
雲
ゐ
を
見
つ
ゝ
な
ぐ
さ
め
て
ま
し
（
『
長
秋
詠
藻
』
186
述
懐
百
首
・
鶴
）
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歌
意
は
、
「
年
だ
け
で
も
若
の
浦
の
鶴
の
よ
う
に
若
か
っ
た
な
ら
皇
居
の
方
を
仰
ぎ
な
が
ら
何
時
か
ま
た
の
ぼ
る
こ
と
も
あ
ろ
う
と
慰
め

て
い
よ
う
。
も
う
今
は
そ
の
望
み
も
な
い

）
11
（

」
。
こ
こ
で
は
歌
道
の
意
味
を
込
め
た
「
和
歌
の
浦
」
で
は
な
く
、
年
齢
の
「
若
」
さ
を
地
名
に

掛
け
て
用
い
て
い
る
。
も
は
や
年
若
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
自
分
に
は
、
出
世
の
望
み
は
持
て
な
い
と
い
う
諦
め
と
嘆
き
を
詠
ん
で
い

る
。
そ
も
そ
も
「
述
懐
百
首
」
と
は
、
一
一
二
七
年
に
十
四
歳
で
俊
成
が
従
五
位
下
に
就
い
て
か
ら
後
い
っ
こ
う
に
出
世
で
き
な
い
嘆
き

を
百
首
歌
の
主
題
と
し
て
、
堀
河
百
首
題
を
用
い
て
詠
み
、
崇
徳
院
に
訴
え
た
も
の
だ
っ
た
。
「
鶴
」
題
で
述
懐
歌
を
詠
む
上
で
、
赤
人
歌

を
本
歌
取
り
し
な
が
ら
さ
ら
に
、
『
詩
経
』
「
鶴
鳴
」
詩
に
よ
る
述
懐
表
現
を
用
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
四
十
五
年
後
、
文
治
三
年
（
一
一
八
七
）
に
七
十
四
歳
で
『
千
載
集
』
の
撰
者
と
な
っ
た
際
に
書
き
記
し
た
序
文
に
は
、

次
の
よ
う
に
「
和
歌
の
浦
」
が
登
場
す
る
。

　
　

 

式
を
つ
く
り
集
を
え
ら
ぶ
こ
と
、
か
の
む
か
し
の
あ（

跡
）と

に
よ
り
い
ま
こ
の
な
ず
ら
へ
あ
る
が
う
へ
に
、
和
歌
の
う
ら
の
み
ち
に
た
づ

さ
ひ
て
は
、
な（

七

十

）

ゝ
そ
ぢ
の
し（

潮
）ほ

に
も
す
ぎ
、
わ
が
の（

法
）り

の
す（

皇

）

べ
ら
ぎ
に
つ
か
へ
た
て
ま
つ
り
て
は
、
む（

六
十
）

そ
ぢ
に
な
ん
あ
ま
り
に
け
れ

ば
、
い（

家
）へ

〳
〵
の
こ
と
の
葉
、
う（

浦
）ら

〳
〵
の
も
し
ほ
草
か
き
あ
つ
め
た
て
ま
つ
る
べ
き
み

（

勅

）

こ
と
の
り
を
も
う
け
た
ま
は
れ
る
な
ら
し

　
「
和
歌
の
浦
の
道
に
た
づ
さ
ひ
て
は
」
と
は
、
歌
道
に
携
わ
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
だ
。
自
身
が
歌
道
に
携
わ
る
身
で
あ
る
と
い
う
自
意

識
を
、「
和
歌
の
浦
」
と
い
う
地
名
を
用
い
て
表
現
し
て
い
る
。
二
十
七
歳
時
の
「
述
懐
百
首
」
で
は
見
出
せ
な
か
っ
た
「
歌
道
に
携
わ
る
」

と
い
う
意
識
が
、
七
十
代
の
俊
成
に
は
は
っ
き
り
と
顕
れ
る
。

　

こ
の
間
、
俊
成
の
歌
人
と
し
て
の
地
位
も
大
き
く
変
わ
っ
た
。
「
述
懐
百
首
」
を
詠
ん
だ
時
の
俊
成
は
、
歌
才
は
あ
っ
て
も
、
宮
廷
歌
人

の
一
人
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
六
十
五
歳
の
時
に
右
大
臣
・
九
条
兼
実
の
歌
道
師
範
と
な
り
名
実
と
も
に
歌
壇
指
導
者
の
地
位
を

占
め
、
さ
ら
に
は
勅
撰
和
歌
集
『
千
載
集
』
の
撰
者
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
自
身
が
歌
道
に
携
わ
っ
て
い
る
と
い
う
意
識
が
俊
成
に
根
付

き
、
そ
れ
を
は
っ
き
り
と
記
す
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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さ
ら
に
、
こ
の
三
年
後
、
建
久
元
年
（
一
一
九
〇
）
に
七
十
七
歳
で
詠
ん
だ
『
俊
成
五
社
百
首
』
に
も
、
次
の
一
首
が
あ
る
。

　
　

奥
津
な
み
あ
は
れ
を
か
け
よ
和
歌
の
う
ら
の
風
に
た
づ
さ
ふ
た
づ
の
行
く
末
（
『
俊
成
五
社
百
首
』
84
伊
勢
太
神
宮
百
首
・
雑
・
鶴
）

　

歌
意
は
〝
沖
の
波
よ
、
哀
れ
を
か
け
て
お
く
れ
。
和
歌
の
浦
に
吹
く
風
に
掛
か
っ
て
飛
ぶ
鶴

―
歌
道
に
携
わ
る
私
の
行
く
末
を
〞
と

解
せ
る
。
和
歌
の
浦
の
風
に
乗
っ
て
飛
ぶ
鶴
と
は
、
歌
道
に
携
わ
る
俊
成
自
身
の
譬
喩
と
な
っ
て
い
る
。

　

次
の
一
首
に
も
注
目
し
よ
う
。
『
正
治
初
度
百
首
』
の
翌
年
、
建
仁
元
年
（
一
二
〇
一
）
、
『
千
五
百
番
歌
合
』
の
歌
だ
。
俊
成
は
当
時
、

八
十
八
歳
だ
っ
た
。

　
　

わ
か
の
う
ら
の
か
ぜ
に
た
づ
さ
ふ
友
鶴
の
君
が
ち
と
せ
に
あ
ふ
は
う
れ
し
な（

『
千
五
百
番
歌
合
』
雑
一

2797
千
三
百
九
十
八
番
・
右
・
勝
）

　

こ
こ
で
も
「
和
歌
の
浦
の
風
に
た
づ
さ
ふ
」
と
詠
ま
れ
て
い
る
の
だ
が
、
鶴
は
「
と
も
づ
る
」
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
飛
ん
で
い

る
の
は
一
羽
で
は
な
い
。
で
は
、
誰
と
と
も
に
飛
ん
で
い
る
の
か
。
無
論
、
と
も
に
飛
ぶ
の
は
息
子
の
定
家
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
和
歌
の

浦
で
飛
ん
で
い
る
、
つ
ま
り
歌
道
に
専
心
し
て
携
わ
っ
て
い
る
の
は
俊
成
だ
け
で
は
な
く
、
後
継
者
の
定
家
と
二
人
三
脚
で
あ
り
、
俊
成

と
定
家
が
「
君
が
千
歳
に
あ
ふ
は
嬉
し
な
」
、
後
鳥
羽
院
の
治
世
に
遭
う
こ
と
が
で
き
て
嬉
し
い
、
と
詠
ん
で
い
る
の
だ
。
俊
成
が
百
首
歌

の
中
で
も
、
自
身
と
定
家
を
、
と
も
に
歌
道
に
携
わ
る
「
と
も
づ
る
」
と
し
て
表
現
し
て
い
る
点
に
注
目
さ
れ
る
。
『
正
治
初
度
百
首
』
に

引
き
続
き
『
千
五
百
番
歌
合
』
に
も
、
親
子
と
も
に
詠
進
歌
人
と
し
て
加
え
ら
れ
、
後
鳥
羽
院
歌
壇
を
牽
引
す
る
主
要
歌
人
と
し
て
活
躍

す
る
こ
と
が
で
き
る
栄
誉
と
喜
び
が
表
現
さ
れ
て
い
る
と
解
せ
る
。

　

俊
成
の
こ
う
し
た
意
識
は
、
定
家
に
も
継
承
・
共
有
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
は
寿
永
元
年
（
一
一
八
二
）
、
定
家
二
十
一
歳

の
時
の
「
堀
河
題
百
首｣

で
詠
ん
だ
一
首
を
挙
げ
る
。

　
　

あ
し
た
づ
の
こ
れ
に
つ
け
て
も
ね
を
ぞ
な
く
吹
た
え
ぬ
べ
き
和
歌
の
う
ら
風
（
『
拾
遺
愚
草
員
外
』
755
堀
河
題
百
首
・
雑
・
鶴
）
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「
こ
の
ま
ま
だ
と
和
歌
の
浦
風
は
吹
き
絶
え
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
蘆
鶴
は
こ
の
こ
と
に
つ
け
て
、
音
を
出
し
て
鳴
い
て
い
る
の
だ
。
こ

ん
な
状
態
だ
と
歌
壇
の
伝
統
は
絶
え
て
し
ま
う
だ
ろ
う
」
の
意
味
で
、
歌
道
家
の
一
員
と
し
て
、
歌
道
の
将
来
を
憂
う
気
持
ち
を
詠
ん
で

い
る
。

　

次
は
文
治
五
年
（
一
一
八
九
）
、
二
十
五
歳
で
詠
ん
だ
「
奉
和
早
卒
露
胆
百
首
」
の
一
首
で
あ
る
。

　
　

た
ら
ち
ね
の
心
を
し
れ
ば
わ
か
の
う
ら
や
夜
ぶ
か
き
つ
る
の
こ
ゑ
ぞ
か
な
し
き
（
『
拾
遺
愚
草
』
485
奉
和
早
率
露
胆
百
首
・
雑
・
鶴
）

　

歌
意
は
「
そ
の
親
心
が
分
る
の
で
、
和
歌
の
浦
で
夜
更
け
に
子
を
思
っ
て
鳴
く
親
鶴
の
声
は
悲
し
い
」
。
定
家
が
詠
ん
で
い
る
の
は
、「
た

ら
ち
ね
の
心
」
つ
ま
り
、
自
分
の
親
で
あ
る
俊
成
の
気
持
ち
が
理
解
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
文
治
元
年
の
除
籍
事
件
を
踏
ま
え

れ
ば
、
俊
成
が
自
分
を
い
か
に
気
に
掛
け
て
い
る
か
を
、
定
家
も
よ
く
自
覚
で
き
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
歌
道
師
範
で
あ
り
、
さ
ら
に

は
子
を
思
う
俊
成
の
姿
を
、
和
歌
の
浦
で
夜
鳴
く
鶴
に
重
ね
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

次
は
承
元
元
年
（
一
二
〇
七
）
、
四
十
六
歳
の
時
に
詠
ん
だ
『
最
勝
四
天
王
院
障
子
和
歌
』
の
一
首
だ
。

　
　

よ
る
の
つ
る
な
く
ね
ふ
り
に
し
秋
の
し
も
ひ
と
り
ぞ
ほ
さ
ぬ
わ
か
の
う
ら
人
（
『
拾
遺
愚
草
』

1928
最
勝
四
天
王
院
障
子
和
歌
・
若
浦
）

　

歌
意
は
「
子
を
思
っ
て
鳴
く
夜
の
鶴
の
声
も
久
し
く
な
っ
た
。
和
歌
の
浦
の
海
士
人
は
そ
れ
を
聞
い
て
置
く
秋
の
霜
を
ひ
と
り
干
し
あ

ぐ
ん
で
い
る
」
。
こ
の
歌
を
定
家
が
詠
ん
だ
当
時
、
俊
成
は
建
仁
三
年
（
一
二
〇
三
）
に
亡
く
な
り
す
で
に
四
年
が
経
っ
て
い
る
。
今
度
は
、

定
家
自
身
が
「
夜
の
鶴
」
と
な
っ
て
鳴
い
て
い
る
、
つ
ま
り
、
子
ど
も
を
思
う
立
場
に
な
っ
て
い
る
の
だ
。
定
家
の
息
子
・
為
家
は
こ
の

二
年
前
に
八
歳
で
叙
爵
し
、
『
最
勝
四
天
王
院
障
子
和
歌
』
の
直
前
か
ら
後
鳥
羽
院
御
所
へ
の
伺
候
を
始
め
て
い
る
。
そ
れ
を
顧
み
れ
ば
。

歌
道
家
の
後
継
者
で
あ
る
息
子
・
為
家
の
こ
と
を
案
ず
る
気
持
ち
を
詠
ん
で
い
る
と
解
せ
る
。
夜
鶴
の
思
い
を
、
今
度
は
定
家
自
身
が
抱

く
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

　

次
は
建
保
四
年
（
一
二
一
六
）
、
定
家
が
五
十
五
歳
時
の
「
建
保
院
百
首
」
の
一
首
で
あ
る
。
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わ
か
の
う
ら
に
な
き
て
ふ
り
に
し
ゝ
も
の
つ
る
こ
の
こ
ろ
見
え
て
心
や
す
め
て
（
『
拾
遺
愚
草
』

1399
建
保
院
百
首
・
雑
）

　

当
時
、
為
家
は
十
八
歳
だ
っ
た
。
為
家
は
こ
の
頃
す
で
に
順
徳
天
皇
に
仕
え
、
温
和
な
性
格
で
高
い
評
判
を
得
て
お
り
、
ま
た
歌
人
と

し
て
も
歌
壇
で
活
躍
を
始
め
て
い
た
。
「
和
歌
の
浦
（
歌
壇
）
に
久
し
く
鳴
い
て
い
た
、
白
髪
の
鶴
（
私
）
は
、
こ
の
頃
姿
を
現
し
て
心
を

休
め
て
い
る
」
の
意
味
で
、
為
家
の
活
躍
に
安
堵
す
る
親
心
が
顕
れ
て
い
る
歌
で
あ
る
。

　

和
歌
の
浦
で
鳴
く
鶴
の
姿
は
、
歌
道
家
を
率
い
る
自
身
に
重
ね
ら
れ
、
さ
ら
に
そ
の
鶴
は
「
子
を
憶
ふ
」
も
の
で
あ
る
。
文
治
元
年
に

俊
成
が
後
白
河
院
に
送
っ
た
「
釈
阿
申
文
（
あ
し
た
づ
の
文
）
」
そ
し
て
和
歌
以
来
、
鶴
と
は
俊
成
と
定
家
が
父
子
と
も
の
自
己
像
と
し
て

和
歌
に
詠
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

結
び
に

　

和
歌
の
浦
の
鶴
に
、
俊
成
・
定
家
は
、
自
身
の
置
か
れ
て
い
る
立
場
や
心
情
を
託
し
て
詠
ん
で
い
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
檜
垣
記
代

）
12
（

は

以
下
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

　
　

 

和
歌
の
神
と
し
て
崇
敬
さ
れ
て
い
た
玉
津
島
神
社
も
含
め
て
、
和
歌
の
家
や
道
を
譬
喩
す
る
「
和
歌
の
浦
」
と
、
白
楽
天
の
子
を
思

う
「
夜
の
鶴
」
が
結
び
つ
い
た
和
歌
が
、
『
新
古
今
和
歌
集
』
以
降
新
し
く
詠
ま
れ
て
い
る
。
藤
原
俊
成
か
ら
和
歌
の
家
で
あ
る
御
子

左
家
を
継
承
し
た
定
家
が
、
最
も
多
く
そ
の
心
を
詠
ん
で
い
る
。
和
歌
の
家
を
守
り
、
そ
れ
を
後
の
世
に
伝
え
よ
う
と
す
る
意
識
、

ま
た
歌
道
の
伝
統
が
絶
え
る
事
に
心
を
痛
め
て
い
る
様
子
を
窺
わ
せ
る
和
歌
で
あ
る
。

　

檜
垣
の
指
摘
は
、
歌
道
を
象
徴
す
る
和
歌
の
浦
の
鶴
に
、
白
居
易
の
「
夜
の
鶴
」
が
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
も
の
だ
が
、
こ
れ
に
私

見
を
加
え
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

　

ま
ず
、
「
夜
の
鶴
」
は
、
子
ど
も
の
将
来
を
憂
い
、
心
を
配
る
親
心
を
表
現
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
個
人
的
な
親
心
だ
け
で
は
な
く
、
御
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子
左
家
と
い
う
家
が
存
続
し
て
ゆ
く
願
い
が
込
め
ら
れ
た
も
の
だ
。
ま
た
、
和
歌
の
浦
の
鶴
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
の
は
、
歌
道
に
邁
進

し
そ
れ
を
守
ろ
う
と
す
る
自
ら
の
姿
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
つ
ま
り
、
和
歌
の
浦
で
鳴
く
鶴
と
は
、
歌
道
家
と
し
て
の
自
意
識
を

持
っ
た
自
己
像
と
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
「
あ
し
た
づ
」
に
は
、
殿
上
人
と
な
り
、
宮
廷
貴
族
と
し
て
地
位
を
得

た
い
と
い
う
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
歌
道
を
守
っ
て
ゆ
き
た
い
と
い
う
願
い
は
、
精
神
論
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
御
子
左
家
が
宮
廷

に
お
い
て
歌
壇
指
導
者
・
歌
道
師
範
と
し
て
確
か
な
地
位
を
築
い
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
と
い
う
意
識
が
、
俊
成
・
定
家
の

「
あ
し
た
づ
」
の
和
歌
に
顕
れ
て
い
る
こ
と
が
重
要
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
赤
人
歌
の
和
歌
の
浦
の
鶴
は
、
叙
景
と
し
て
詠
ま
れ
た
も
の
だ
っ

た
。
そ
こ
に
、
夜
鶴
の
思
い
や
、
鶴
が
持
つ
述
懐
性
が
合
わ
さ
っ
て
、
〈
歌
道
師
範
と
し
て
宮
廷
に
仕
え
る
廷
臣
歌
人
〉
と
し
て
の
自
己
像

が
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
く
る
と
、
あ
ま
り
に
世
俗
的
な
出
世
意
識
が
濃
厚
に
出
て
い
る
こ
と
が
意
外
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
渡
邉
裕
美
子

）
13
（

の
論
が
参
考
に
な
る
。

　
　

 　
も
う
一
つ
、
現
代
人
に
理
解
し
が
た
い
の
は
、
俊
成
の
家
格
へ
の
こ
だ
わ
り
だ
ろ
う
。
芸
術
家
な
の
に
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
世
俗

的
な
こ
と
に
あ
く
せ
く
す
る
の
か
、
と
。

　
　

 　
（
中
略
）
俊
成
が
、
祖
父
の
大
納
言
忠
家
の
時
代
の
羽
林
家
の
家
格
の
復
興
の
た
め
に
奮
闘
し
な
け
れ
ば
、
俊
成
の
子
孫
た
ち
は
ワ

ン
ラ
ン
ク
下
の
諸
大
夫
層
に
甘
ん
じ
て
終
わ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
（
中
略
）

　
　

 　

御
子
左
家
の
家
格
の
復
興
は
、
家
職
の
確
立
と
強
く
結
び
つ
い
て
い
た
。
俊
成
が
和
歌
を
家
職
と
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
と
き
、

「
和
歌
の
家
」
と
し
て
先
行
し
て
社
会
に
認
め
ら
れ
て
い
た
の
が
、
六
条
藤
家
で
あ
る
。
（
中
略
）
そ
の
六
条
藤
家
は
諸
大
夫
層
で
あ

る
。
六
条
藤
家
と
は
異
な
る
独
自
性
を
主
張
し
、
そ
の
上
に
立
つ
た
め
に
も
羽
林
家
の
家
格
が
必
要
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

俊
成
は
正
三
位
皇
太
后
宮
大
夫
ま
で
昇
っ
た
が
、
定
家
は
正
二
位
権
中
納
言
ま
で
昇
っ
て
い
る
。
俊
成
は
諸
大
夫
で
俗
世
で
の
キ
ャ
リ
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ア
を
終
え
て
出
家
し
た
が
、
息
子
の
定
家
の
出
世
の
足
が
か
り
と
基
盤
を
築
い
た
。

　

俊
成
の
祖
父
・
忠
家
は
正
二
位
権
大
納
言
、
父
・
俊
忠
は
従
三
位
権
中
納
言
に
ま
で
昇
っ
て
い
る
。
し
か
し
俊
成
の
父
・
俊
忠
は
、
俊

成
が
十
歳
の
時
に
亡
く
な
っ
た
た
め
、
俊
成
は
父
の
庇
護
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ず
、
父
の
死
後
は
葉
室
家
の
養
子
に
入
っ
た
。
ま
た
俊

忠
は
清
廉
な
人
物
で
、
積
極
的
に
出
世
へ
の
活
動
を
し
な
い
人
だ
っ
た
と
い
う
説
が
あ
る

）
14
（

。
だ
と
す
れ
ば
、
子
ど
も
た
ち
の
出
世
の
足
が

か
り
を
築
く
こ
と
に
も
、
生
前
あ
ま
り
心
を
砕
い
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
さ
ら
に
、
御
子
左
家
当
主
と
し
て
は
、
長
兄
・
忠
成

が
継
ぐ
は
ず
だ
っ
た
が
、
忠
成
は
不
遇
の
ま
ま
没
し
て
い
る
。
そ
の
上
、
忠
成
は
大
炊
御
門
家
を
興
し
、
藤
原
長
家
（
道
長
の
子
）
を
祖

と
す
る
名
家
・
御
子
左
家
は
途
絶
え
て
い
る
現
状
に
あ
っ
た
。

　

俊
成
は
葉
室
家
の
養
子
と
な
り
、
な
か
な
か
出
世
で
き
な
い
ま
ま
だ
っ
た
。
父
が
昇
っ
た
の
は
従
三
位
権
中
納
言
、
俊
成
は
仁
安
二
年

（
一
一
六
七
）
に
正
三
位
に
上
り
、
父
の
位
に
届
き
は
し
た
が
、
官
は
皇
太
后
宮
大
夫
と
い
う
諸
大
夫
層
で
終
わ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
俊
成

に
と
っ
て
、
忸
怩
た
る
思
い
を
抱
か
せ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
自
身
は
父
の
庇
護
を
得
る
こ
と
が
で
き
ず
、
出
世
も
叶
わ
な
か
っ
た
無
念
を

晴
ら
し
、
再
び
中
納
言
・
大
納
言
ク
ラ
ス
の
官
位
を
得
ら
れ
る
羽
林
家
と
し
て
御
子
左
家
を
復
興
さ
せ
る
こ
と
が
、
五
十
三
歳
で
本
流
に

復
帰
し
た
後
の
俊
成
の
悲
願
と
な
っ
た
。

　

加
え
て
、
六
条
家
を
し
の
ぐ
歌
道
家
と
し
て
の
地
位
の
確
立
に
は
、
高
い
家
格
と
官
位
が
必
要
だ
っ
た
。
歌
人
と
し
て
才
能
を
発
揮
し

て
活
躍
し
、
時
の
権
力
者
を
庇
護
者
と
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
宮
廷
貴
族
と
し
て
の
社
会
的
地
位
を
得
る
こ
と
が
、
家
の
存
続
に
絶
対
に

必
要
だ
と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
俊
成
が
必
死
に
定
家
の
出
世
に
尽
力
し
た
こ
と
が
、
今
に
至
る
ま
で
冷
泉
家
と
し
て
俊
成
・

定
家
の
子
孫
が
和
歌
の
家
を
伝
え
て
ゆ
く
礎
と
な
っ
た
。
俊
成
だ
け
で
な
く
定
家
も
、
自
身
そ
し
て
息
子
・
為
家
の
昇
進
に
い
か
に
腐
心

し
続
け
た
か
は
、
五
味
文
彦

）
15
（

の
論
に
も
詳
し
い
。

　

俊
成
の
築
い
た
、
御
子
左
家
の
宮
廷
貴
族
と
し
て
の
地
位
と
歌
道
師
範
家
と
し
て
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
守
り
続
け
る
と
い
う
意
識
は
、
定
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家
の
息
子
・
為
家
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

　
　
　
　

鶴　

同
（
文
永
）
七
年
七
月
廿
二
日
庚
申
続
百
首
、
三
人
詠
レ

之

　
　

三
代
ま
で
に
跡
を
つ
た
へ
し
和
歌
の
浦
の
あ
し
べ
の
田
鶴
の
な
く
〳
〵
ぞ
ふ
る
（
『
為
家
集
』

1249
）

　

歌
意
は
、〝
三
代
ま
で
家
跡
を
伝
え
た
和
歌
の
浦
の
蘆
辺
の
鶴
が
、
鳴
き
な
が
ら
年
を
取
っ
て
い
る
〞。
こ
こ
で
詠
ま
れ
た
「
和
歌
の
浦

の
蘆
辺
の
た
づ
」
と
は
、
御
子
左
家
第
三
代
の
為
家
自
身
を
指
す
。
俊
成
・
定
家
・
為
家
と
三
代
に
わ
た
っ
て
、
歌
道
師
範
家
を
継
承
し

て
き
た
こ
と
が
、
こ
こ
に
は
詠
ま
れ
て
い
る
。
和
歌
の
浦
に
鳴
く
鶴
に
重
ね
ら
れ
た
、
〈
歌
道
師
範
家
と
し
て
宮
廷
に
仕
え
る
廷
臣
歌
人
で

あ
る
〉
と
い
う
自
己
像
は
、
御
子
左
家
当
主
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

　
『
千
載
集
』
の
「
あ
し
た
づ
」
の
和
歌
は
、
俊
成
が
定
家
の
危
機
を
救
お
う
と
す
る
も
の
だ
っ
た
。
息
子
の
出
世
と
地
位
確
立
に
向
け
て
、

な
り
ふ
り
構
わ
ず
力
を
尽
く
す
俊
成
の
姿
は
、
そ
の
和
歌
と
と
も
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
和
歌
の
浦
の
鶴
に
託
し
て
詠
ま
れ
た

俊
成
の
思
い
は
、
子
孫
に
受
け
継
が
れ
た
。
「
あ
し
た
づ
」
に
定
家
の
姿
を
重
ね
、
嘆
き
を
時
の
上
皇
へ
と
訴
え
、
願
い
が
叶
え
ら
れ
た
結

果
と
し
て
、
御
子
左
家
が
歌
道
家
と
し
て
活
躍
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
御
子
左
家
に
代
々
「
あ
し
た
づ
」
に
自
ら
を
重
ね
る
和
歌
が
詠
ま

れ
続
け
た
の
は
、
俊
成
の
切
な
る
願
い
と
上
奏
が
功
を
奏
し
た
こ
と
が
、
子
孫
た
ち
に
も
刻
み
つ
け
ら
れ
て
い
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。

　
　

 

和
歌
本
文
の
引
用
は
、
私
家
集
は
新
編
私
家
集
大
成
に
、
そ
の
他
は
特
に
記
さ
な
い
限
り
は
新
編
国
歌
大
観
に
依
る
。
歌
番
号
は
、

『
万
葉
集
』
は
旧
編
国
歌
大
観
番
号
、
そ
の
他
は
新
編
国
歌
大
観
番
号
に
依
る
。
そ
の
他
の
本
文
引
用
は
以
下
に
依
る
。
『
千
載
集
』

…
陽
明
叢
書
国
書
篇
（
思
文
閣
・
一
九
七
六
年
）
、
『
長
秋
詠
藻
』
…
筑
波
大
学
図
書
館
蔵
『
長
秋
詠
草
』
（
216
・
166
）
、
『
俊
成
五
社
百

首
』
…
『
藤
原
俊
成
全
歌
集
』
（
笠
間
書
院
・
二
〇
〇
七
年
）
、
『
拾
遺
愚
草
』
『
明
月
記
』
…
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
（
朝
日
新
聞
社
）
、

『
千
五
百
番
歌
合
』
…
『
千
五
百
番
歌
合
の
校
本
と
そ
の
研
究
』
（
風
間
書
房
・
一
九
六
八
年
）
、
『
万
葉
集
』
…
『
校
本
萬
葉
集
別
巻
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一
～
三
廣
瀬
本
』
（
岩
波
書
店
）
、
『
古
今
集
』
…
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
貴
重
典
籍
叢
書
（
臨
川
書
店
）
、
『
玉
葉
』
…
名
著
刊
行
会
、

『
源
家
長
日
記
』
…
中
世
日
記
紀
行
文
学
全
評
釈
集
成
『
源
家
長
日
記
・
飛
鳥
井
雅
有
卿
記
事
・
春
の
み
や
ま
ぢ
』
（
勉
誠
出
版
・

二
〇
〇
四
年
）
、『
詩
経
』
…
新
釈
漢
文
大
系
（
明
治
書
院
）

注（
1
） 

和
泉
古
典
叢
書
『
千
載
和
歌
集
』
（
上
條
彰
次
校
注
、
和
泉
書
院
・
一
九
九
四
年
）

（
2
） 

渡
邉
裕
美
子
『
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
日
本
歌
人
選
063　
藤
原
俊
成
│
「
歌
の
家
」
御
子
左
家
の
礎
を
築
い
た
歌
人
』
（
笠
間
書
院
・
二
〇
一
八
年
）

（
3
） 

本
間
洋
一
『
王
朝
漢
文
学
表
現
論
考
』
（
和
泉
書
院
・
二
〇
〇
二
年
）
第
四
部
Ⅰ
「
王
朝
和
歌
の
表
現
と
漢
詩
文
に
つ
い
て
―
中
古
・
中
世
の
私
家
集

世
界
と
『
和
漢
朗
詠
集
』
―
」

（
4
） 

田
中
智
子
「
述
懐
歌
の
機
能
と
類
型
表
現 
―
『
毛
詩
』
「
鶴
鳴
」
篇
を
踏
ま
え
た
和
歌
を
中
心
に
│
」 （
『
む
ら
さ
き
』
51
、
二
〇
一
四
年
一
二
月
）

（
5
） 

芦
田
耕
一
『
新
注
和
歌
文
学
叢
書
1　
清
輔
集
新
注
』
（
青

舎
・
二
〇
〇
八
年
）

（
6
） 

井
上
宗
雄
『
平
安
後
期
歌
人
伝
の
研
究
』
（
笠
間
書
院
・
一
九
七
八
年
）
第
二
章
五
「
重
家
・
季
経
・
経
家
・
有
家
・
顕
家
―
文
治
に
至
る
事
蹟
―
」

（
7
） 

注
（
2
）
渡
邉
著
書

（
8
） 

久
保
田
淳
『
藤
原
定
家
全
歌
集
』
（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
・
二
〇
一
七
年
）
。
以
下
、
定
家
歌
の
現
代
語
訳
は
、
こ
の
本
に
よ
る
。

（
9
） 

和
歌
文
学
大
系
『
正
治
二
年
院
初
度
百
首
』
（
明
治
書
院
・
二
〇
一
六
年
）
解
説

（
10
） 

新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
萬
葉
集 

二
』
（
佐
竹
昭
広
他
校
注
、
岩
波
書
店
・
二
〇
〇
〇
年
）

（
11
） 

日
本
古
典
文
学
大
系
『
平
安
鎌
倉
私
家
集
』
（
久
松
潜
一
他
校
注
、
岩
波
書
店
・
一
九
六
四
年
）

（
12
） 

檜
垣
記
代
「
和
歌
に
お
け
る
「
鶴
」
」
（
『
愛
媛
国
文
研
究
』
44
、
一
九
九
四
年
一
二
月
）
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（
13
） 

注
（
2
）
渡
邉
著
書
解
説
「
詩
心
と
世
知
と
」

（
14
） 『
古
事
談
』
巻
二
―
八
六
に
以
下
の
逸
話
が
記
さ
れ
て
い
る
（
原
漢
文
、
本
文
・
訓
読
は
新
日
本
古
典
文
学
大
系
に
依
る
）
。

  
　
　

 
詩
を
作
ら
ざ
る
人
の
卿
相
に
昇
る
事
は
、
顕
雅
卿
よ
り
始
ま
る
、
と
云
々
。
消
息
を
書
か
ざ
る
人
の
卿
相
に
昇
る
事
は
、
俊
忠
卿
よ
り
始
ま
る
、

と
云
々
。
［
此
の
事
は
、
伊
通
の
二
条
院
に
進
ら
る
る
造
紙
の
中
に
之
れ
有
り
、
と
云
々
。﹈

 

　

こ
の
記
事
に
つ
い
て
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
古
事
談
・
続
古
事
談
』
（
川
端
善
明
・
荒
木
浩
校
注
、
岩
波
書
店
・
二
〇
〇
五
年
）
は
、
俊
忠
が

昇
進
を
懇
請
し
な
か
っ
た
こ
と
を
賞
賛
し
た
と
解
釈
す
る
。
し
か
し
、
伊
藤
玉
美
「
『
古
事
談
』
―
貴
族
社
会
の
裏
話
」
（
『
中
世
文
学
の
回
廊
』
〈
勉

誠
出
版
・
二
〇
〇
八
年
〉
所
収
）
・
『
古
事
談
抄
全
釈
』
（
笠
間
書
院
・
二
〇
一
〇
年
）
第
四
二
話
【
余
話
】（
伊
藤
玉
美
担
当
）
・
久
保
田
淳
『
藤
原
俊

成　

中
世
和
歌
の
先
導
者
』
（
吉
川
弘
文
館
・
二
〇
二
〇
年
）
は
漢
文
の
消
息
も
書
け
な
い
公
卿
と
し
て
批
判
さ
れ
て
い
る
と
解
し
て
い
る
。

（
15
） 

五
味
文
彦
「
藤
原
定
家
の
昇
進
と
日
常
」
（
『
冷
泉
家 

時
の
絵
巻
』
〈
書
肆
フ
ロ
ー
ラ
・
二
〇
〇
一
年
〉
第
三
章
）

 

（
本
学
教
授
）


